
第
五
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
七
年
財
務
省

令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
の
一

第
一
条

同

上

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
そ
の
者
が
最
後
に
入
国
し
た
日
ま
で
に
国
内
（
酒
税
法
の
施
行
地
を
い
う
。

は
、
そ
の
者
が
最
後
に
入
国
し
た
日
ま
で
に
国
内
（
酒
税
法
の
施
行
地
を
い
う
。

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
地
域
に
引
き
続
き
二
年
以
上
住
所
又
は
居
所

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
地
域
に
引
き
続
き
二
年
以
上
住
所
又
は
居
所

を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
確
認
が
で
き
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
第
二
号
及
び
第
三
号

を
有
す
る
こ
と
に
つ
き
確
認
が
で
き
る
次
に
掲
げ
る
書
類
（
第
二
号
及
び
第
三
号

に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
前
の
日
以
後
に
作
成
さ

に
掲
げ
る
書
類
に
あ
つ
て
は
、
同
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
前
の
日
以
後
に
作
成
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
項
第
三
号
に
規

す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
転
出
の
予
定
年
月
日
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

定
す
る
転
出
の
予
定
年
月
日
が
記
載
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

二

領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の

二

領
事
官
（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ
の

事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
の
在
留
証
明

事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
）
の
在
留
証
明

三

戸
籍
の
附
票
の
写
し

三

戸
籍
の
附
票
の
写
し

第
三
十
七
条
の
四
の
六
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
四
の
六
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
の
九
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

（
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
六

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
財
務

第
三
十
七
条
の
四
の
六

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
免
税
対
象
酒
類
の
税
率
の
適
用
区
分
（
品
目
を
含

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
免
税
対
象
酒
類
の
税
率
の
適
用
区
分
（
品
目
を
含

む
。
）
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
と
す
る
。

む
。
）
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
数
量
と
す
る
。

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法

２

施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法

は
、
国
税
庁
及
び
税
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以

は
、
国
税
庁
及
び
税
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
通
信
で
き
る
機
能
を

備
え
た
電
子
計
算
機
か
ら
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
定
め
る
方

備
え
た
電
子
計
算
機
か
ら
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
定
め
る
方

法
に
よ
り
輸
出
酒
類
販
売
場
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒

法
に
よ
り
輸
出
酒
類
販
売
場
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒

類
販
売
場
を
い
う
。
第
五
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
十
に
お
い

類
販
売
場
を
い
う
。
第
五
項
、
次
条
第
一
項
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
十
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
酒
類

て
同
じ
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
し
て
酒
類

購
入
記
録
情
報
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報

購
入
記
録
情
報
（
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
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を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
方
法

と
す
る
。

と
す
る
。

３

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け

３

前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
け

る
当
該
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
つ
い
て
は
、
国

る
当
該
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
に
関
す
る
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
つ
い
て
は
、
国

税
庁
長
官
が
定
め
る
。

税
庁
長
官
が
定
め
る
。

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
七
項
に
規

４

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
七
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
係
る
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
手
続

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
に
係
る
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
手
続

の
細
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
細
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

５

消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十

５

消
費
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
法
第
八
十

七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営

七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
経
営

す
る
酒
類
製
造
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
及
び
税
関
確
認
情
報
（
同
条
第
三

す
る
酒
類
製
造
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
及
び
税
関
確
認
情
報
（
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
税
関
確
認
情
報
を
い
う
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

項
に
規
定
す
る
税
関
確
認
情
報
を
い
う
。
）
の
保
存
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
条
の
四
第
五
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
条
の
四
第
五
項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
あ
る

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十

の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
第
四
十

六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
、
「
購
入

六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
、
「
購
入

記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七

記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七

条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
と
、
「
法
第
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三

。
）
」
と
、
「
法
第
八
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三

項
」
と
、
「
次
項
及
び
第
九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、
同
条
第
六

項
」
と
、
「
次
項
及
び
第
九
条
第
七
項
」
と
あ
る
の
は
「
次
項
」
と
、
同
条
第
六

項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行

項
中
「
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行

令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び

令
第
四
十
六
条
の
八
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
及
び

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
三
十
七

租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
）
第
三
十
七

条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ

条
の
四
の
六
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ

る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者

る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
」
と
、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者

」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八

」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八

項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法

項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う
。
）
を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
同
法

第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
製
造
者
」
と
、

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
当
該
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒
類
製
造
者
」
と
、

「
同
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の

「
同
条
第
十
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の

二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
八
条
第
十
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

る
。

（
承
認
送
受
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

（
承
認
送
受
信
事
業
者
に
よ
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
方
法
及
び
保
存
等
）

第
三
十
七
条
の
四
の
七

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
令

第
三
十
七
条
の
四
の
七

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
令

9-2



第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
受
信
事
業
者
（
同
項
に
規

第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
送
受
信
事
業
者
（
同
項
に
規

定
す
る
承
認
送
受
信
事
業
者
を
い
う
。
次
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
四
の
十
第
一

定
す
る
承
認
送
受
信
事
業
者
を
い
う
。
次
項
並
び
に
第
三
十
七
条
の
四
の
十
第
一

項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行

項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行

う
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ

う
当
該
輸
出
酒
類
販
売
場
に
係
る
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ

る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消

る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消

費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
四
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
四
項
中
「
令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
」
と
、
「
輸
出
物
品

「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
」
と
、
「
輸
出
物
品

販
売
場
に
係
る
法
第
八
条
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租

販
売
場
に
係
る
法
第
八
条
第
二
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場
（
租

税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う

税
特
別
措
置
法
第
八
十
七
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
輸
出
酒
類
販
売
場
を
い
う

。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
前
段
」
と

。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
二
項
前
段
」
と

、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る

、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る

酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も

酒
類
購
入
記
録
情
報
を
い
う
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し
く
は
第
二

２

消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
（
同
令
第
二
十
三
条
の
三
若
し
く
は
第
二

十
九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

十
九
条
又
は
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
六
条
の
八
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
承
認
送
受
信
事
業
者
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行
う
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提

り
承
認
送
受
信
事
業
者
が
委
託
を
受
け
て
事
務
を
行
う
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提

供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
第
三
十
七
条

供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購
入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
第
三
十
七
条

の
四
の
十
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準

の
四
の
十
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
中
「
令
第

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
消
費
税
法
施
行
規
則
第
九
条
第
七
項
中
「
令
第

十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の

十
八
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
十
六
条
の

八
の
三
第
一
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報

八
の
三
第
一
項
」
と
、
「
購
入
記
録
情
報
」
と
あ
る
の
は
「
酒
類
購
入
記
録
情
報

」
と
、
「
提
供
等
に
つ
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購

」
と
、
「
提
供
等
に
つ
き
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
等
（
同
項
に
規
定
す
る
酒
類
購

入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
」
と

入
記
録
情
報
の
提
供
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
」
と

、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場

、
「
輸
出
物
品
販
売
場
を
経
営
す
る
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
輸
出
酒
類
販
売
場

を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す

を
経
営
す
る
酒
類
製
造
者
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す

る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
）
」
と
、
「
譲
渡
し
た
免
税
対
象
物
品
に
係
る
法
第
八

る
酒
類
製
造
者
を
い
う
。
）
」
と
、
「
譲
渡
し
た
免
税
対
象
物
品
に
係
る
法
第
八

条
第
三
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
す
る
た
め
に
移
出
し
た
免
税
対
象
酒
類
（

条
第
三
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
す
る
た
め
に
移
出
し
た
免
税
対
象
酒
類
（

同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
酒
類
を
い
う
。
）
に
係
る

同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
対
象
酒
類
を
い
う
。
）
に
係
る

同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
後
段
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

同
法
第
八
十
七
条
の
六
第
三
項
後
段
」
と
、
「
納
税
地
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
酒

類
製
造
者
の
消
費
税
に
係
る
納
税
地
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
四
の
八
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
九

削
除

第
三
十
七
条
の
四
の
八
及
び
第
三
十
七
条
の
四
の
九

削
除
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